
新型コロナウイルス感染防止対策と社会経済活動の両立を図るため，いばらきアマビエ
ちゃんを登録した事業者に対し助成するとともに，利用者に対しプレゼントキャンペーン
を実施します。

いばらきアマビエちゃん登録促進事業（9/8時点）

令和２年度 ９月補正予算案 PP

事業者向け

◆いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金
・趣 旨：感染防止対策に要する経費の一部を助成
・助 成 額：3万円（定額）／1事業者

（複数店舗所有の場合は6万円を助成）
・対 象：条例*の登録義務対象事業者（約2.5万事業者）

・申請受付：令和2年10月5日（月）から令和2年12月31日（木）まで
・申請方法：電子申請もしくは郵送
・準備スケジュール
〇9月18日 市町村等あて申請受付要項（案）データの送付
〇10月1日 市町村等あて申請受付要項（書面）の送付
〇10月5日 申請受付開始・申請受付要項等の公表（ホームページ等）・

申請に関するコールセンター設置

・その他
申請受付要項は現在策定中。（特に，大規模イベントを行う者の

対象要件や，不支給要件（対象としない法人類型）等について検討
中。）

*茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済
活動との両立を図るための措置を定める条例



いばらきアマビエちゃん登録促進事業（9/8時点）

令和２年度 ９月補正予算案 PP

利用者向け

◆プレゼントキャンペーンの実施（毎月抽選で5,000円相当の県産品プレゼント）
・抽選要件：①登録店舗で利用者登録した方

②登録店舗の感染防止対策を評価した方
・当選者数：1か月当たり3,500人（①3,000人，②500人）

6ヶ月間実施（合計21,000人）
・応募開始：令和2年10月1日（木）

お問い合わせ先

029-301-3482（茨城県産業戦略部中小企業課 企画グルｰプ）


